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５－３．地区計画の決定（案）について

建築物等の用途制限

エリア

④　床面積の合計が５００㎡以内の店舗、飲食店等

住宅Ａ地区

住宅Ｂ地区

①　戸建専用住宅と２住戸までの長屋住宅
②　共同住宅（計画図２に示す範囲に限る）
③　住宅および共同住宅で１階部分が店舗、飲食店等を兼ねるものでその用途
に供する部分の床面積の合計が５００㎡以内のもの（計画図２に示す範囲に限
る）。ただし、店舗、飲食店等に付属する駐車場の出入り口は、幅員９ｍ以上の
道路に面する区間に限る。
④　町内会の公民館・集会所等
⑤　公益上必要な建築物
⑥　上記の建築物に附属するもの
①　住宅
②　共同住宅
③　床面積の合計が５００㎡以内の事務所

⑥　保育所、幼保連携型認定こども園
⑦　町内会の公民館・集会所等
⑧　公益上必要な建築物
⑨　上記の建築物に附属するもの

建築できるもの

⑤　診療所
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５－４．地区計画の決定（案）について

建築物等の用途制限

エリア

生活サービス
施設地区

建築できるもの

⑧　上記の建築物に附属するもの
①　床面積の合計が１０，０００㎡以内の店舗、飲食店等
②　診療所
③　保育所、幼保連携型子ども園等
④　公益上必要な建築物
⑤　上記の建築物に附属するもの

②　共同住宅、寄宿舎
③　床面積の合計が５００㎡以内の学習塾、華道教室、囲碁教室等
④　診療所
⑤　調剤薬局
⑥　町内会の公民館、集会所等
⑦　公益上必要な建築物

①　住宅

住宅Ｃ地区
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５－５．地区計画の決定（案）について

建築物等の用途制限

周辺に広がる低層戸建
て住宅地との緩衝帯とし
ての役割

住宅Ａ地区
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５－６．地区計画の決定（案）について

建築物の敷地面積の最低限度

１６５㎡以上とする。
ただし、道路隅切部に面する敷地については、１５０㎡以上とする。

複数筆合わせて１５０㎡以上で建築可

１５０㎡以上で建築可

１５０㎡以上で建築可

複数筆合わせて１６５㎡以上で建築可
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５－７．地区計画の決定（案）について

壁面の位置の制限

１ｍ以上とする。

建築物等の高さの最高限度

・住宅Ａ地区
１０ｍとする。
（軒の高さは７ｍ以下）

・生活サービス施設地区
１０ｍとする。

・住宅Ｂ地区、住宅Ｃ地区
１１ｍとする。
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５－８．地区計画の決定（案）について

建築物の緑化率の最低限度

建築物の形態または色彩その他の意匠の制限

・１０％以上の緑化
・道路に面する部分に１本以上の樹木の植栽を行う

・建築物、門、塀および物置等の色彩および形態は、周辺景観と調和し、かつ
良好な住宅地にふさわしいもの
・建築物の外観および屋根に使用する色彩は、下表のいずれかに該当するもの
（屋根に使用する色彩は、彩度のみを適用）

色相 
明度 彩度 

下限値 上限値 

Ｒ、ＹＲ、Ｙ、ＧＹ、Ｇ ３以上 6以下 

ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰ ３以上 ３以下 

無彩色 ３以上 ― 
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５－９．地区計画の決定（案）について

建築物の形態または色彩その他の意匠の制限

・屋外広告物は、下記の全てを満たすものについて表示、設置できる

・幅員９ｍ以上の道路の歩道からの車両出入口を設けてはならない
（計画図４に示す区間を除く）

・太陽光発電施設を地上に設置してはならない

住宅Ａ地区 住宅Ｂ地区 住宅Ｃ地区 
生活サービス施設

地区 

・土地所有権者等が自己の用に供するもの 

・周辺との調和を十分配慮したデザイン、色彩のもの 

・建築物等の高さの最高限度を超えないもの 

表示面積＊の合計

が 1㎡以下のもの 

（計画図２に示す

範囲は 5㎡以下） 

表示面積＊の合計が 5㎡以下のもの 

 

地区計画による 

表示面積の制限無

（草津市屋外広告

物条例に基づく） 
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５－１０．地区計画の決定（案）について

かきまたはさくの構造の制限

・かきまたはさくを設ける場合
高さ １．２ｍ以下
構造 生垣または透過性（透過率２５％以上）のあるフェンス

透視可能な
フェンス

１
．
２
ｍ

以
下

０
．
４
ｍ
以
下

０
．
４
ｍ

以
下

１
．
２
ｍ
以
下

(門柱および意匠上これに付属する部分のイメージ)

(かきまたはさくの構造の制限のイメージ)

(設置場所が傾斜している場合)
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５－１１．地区計画の決定（案）について

かきまたはさくの構造の制限

透過率 約５０％

透過率 約２５％

透過率 約７５％

透過性のあるフェンス（例）（出典：ＬＩＸＩＬカタログ） ＊透過率：フェンスを正面から見た際の開口部の割合
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５－１２．地区計画の決定（案）について

これまでの経緯

案
の
公
告
（７
月
５
日
）

意
見
書
の
受
付
（７
月
２
０
日
～
２
６
日
）

条
例
に
基
づ
く
案
の
縦
覧

（７
月
６
日
～
１
９
日
）

組
合
説
明
（４
回
開
催
）

市
都
市
計
画
審
議
会
（協
議
）

県
事
前
協
議

本日

縦覧２件 意見書１件
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５－１３．地区計画の決定（案）について

意見書の概要

①用途変更しようとしている街区は店舗併用住宅、共同住宅などの特例がない
住宅専用地に戻していただきたい

・用途変更とは、地区計画の「建築物等の用途制限」の変更

・生活サービス周辺地区の周囲街区で認めている制限（共同住宅、住宅および共同住
宅で店舗や飲食店を兼ねるものの立地）を外してほしいというもの

・住宅Ａ地区の大部分は、戸建専用住宅と２住戸までの長屋住宅に限定

・生活サービス周辺地区の周囲街区は、集客に伴う喧騒を緩衝し、事業展開の補完
的役割を担うエリアとして、共同住宅や店舗併用住宅を可能とする

第７回総会で地区計画案を提案され、賛成８９名、反対６名として議決された（参考）
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５－１４．地区計画の決定（案）について

意見書の概要

②生活サービス施設側（９ｍ道路側）に店舗併用住宅、共同住宅などの色付けを残し、
背側（６ｍ道路側）の住宅専用地は、住宅専用地である旨を示していただきたい

・街区に背割線を入れ、Ｘエリア
とＹエリアに分けることは可能で
あるが、完全に制限することはで
きない

・第７回総会後の理事会におい
ても議論されたが、総会の議決
結果を鑑み、計画変更をする妥
当性がないと議決された（参考）

店舗・駐車場の

出入口は９ｍ道路側

からのみ可能。

街区中心の背割り線で

規制した際にも、用途過

半の考え方をした際には

建物が背割り線を越えて

建つ可能性がある。

９ｍ

道路側

背面

６ｍ

道路側

生活サービス施設

Xエリア

・共同住宅

・１階が店舗

Yエリア

・戸建専用住宅

・２住戸までの長屋住宅
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６．今後のスケジュール

平成３０年
１２月頃

本日

市
都
市
計
画
審
議
会
（協
議
）

市
都
市
計
画
審
議
会
（諮
問
）

案
の
縦
覧
お
よ
び
意
見
書
の
受
付

都
市
計
画
決
定
の
告
示

県
本
協
議

用途地域の変更・地区計画の決定

平成３０年
１０月頃


